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首
都
大
学
東
京
　
言
語
研
究
会
　
規
約

（
名
称
）

　
　
　

第
1
条　

本
会
は
、
首
都
大
学
東
京 

言
語
研
究
会
と
称
す
る
。

（
目
的
）

　
　
　

 

第
2
条　

本
会
は
、
日
本
語
学
・
言
語
学
・
比
較
言
語
学
・
対
照
言
語

学
・
応
用
言
語
学
・
言
語
教
育
学
お
よ
び
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
領
域
分

野
の
研
究
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
事
業
）

　
　
　

 

第
3
条　

本
会
は
、
第
2
条
に
記
し
た
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
総

会
、
研
究
発
表
会
な
ら
び
に
講
演
会
の
開
催
、
学
会
誌
『
言
語
の
研
究
』

の
編
集
お
よ
び
発
行
、
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
た
事
業
を
行
う
。

（
会
員
）

　
　
　

 

第
4
条　

本
会
の
会
員
は
、
第
2
条
に
記
し
た
研
究
に
従
事
し
、
ま
た

は
右
の
研
究
に
関
心
を
有
し
て
、
所
定
の
会
費
を
納
入
し
た
者
を
も
っ

て
構
成
す
る
。

　
　
　

 

第
5
条　

会
員
は
、
当
該
年
度
の
会
費
を
納
入
し
た
上
で
、
機
関
誌
の

配
布
を
受
け
、
投
稿
料
を
納
入
し
た
上
で
機
関
誌
へ
の
投
稿
、
研
究
発

表
の
申
込
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
会
員
総
会
に
出
席
で
き
る
。

（
組
織
）

　
　
　

 

第
6
条　

本
会
の
事
務
局
は
、
当
分
の
間
、
東
京
都
八
王
子
市
南
大
沢

一‒

一
・
首
都
大
学
東
京
日
本
語
教
育
学
教
室
内
に
置
く
。

　
　
　

 

第
7
条　

本
会
に
は
役
員
と
し
て
、
会
長
一
名
、
副
会
長
一
名
、
運
営

委
員
若
干
名
、
会
計
監
査
一
名
を
置
く
。

　
　
　

 

第
8
条　

会
長
、
副
会
長
お
よ
び
運
営
委
員
に
よ
っ
て
運
営
委
員
会
を

構
成
す
る
。

　
　
　

第
9
条　

会
長
お
よ
び
副
会
長
は
運
営
委
員
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
。

　
　
　

 

第
10
条　

運
営
委
員
お
よ
び
運
営
委
員
長
は
会
長
が
依
嘱
す
る
も
の
と

す
る
。

　
　
　
　
　

２　

会
計
監
査
は
運
営
委
員
会
の
議
を
経
て
選
出
さ
れ
る
。

　
　
　

 

第
11
条　

会
長
、
副
会
長
お
よ
び
運
営
委
員
の
任
期
は
四
年
と
す
る
。

た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

　
　
　

第
12
条　

会
長
は
、
本
会
を
代
表
し
、
会
務
を
統
括
す
る
。

　
　
　

 

第
13
条　

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
て
、
会
務
を
執
行
し
、
会
長
に

支
障
あ
る
と
き
は
会
務
を
代
行
す
る
。

　
　
　

 

第
14
条　

運
営
委
員
会
は
、
予
算
決
算
の
決
定
、
会
計
の
監
督
、
機
関

誌
の
編
集
、
研
究
発
表
会
・
講
演
会
等
の
開
催
、
そ
の
他
の
会
務
を
決

定
す
る
。

　
　
　

 

第
15
条　

会
長
は
運
営
委
員
会
を
組
織
し
て
、
会
務
の
立
案
、
機
関
誌

の
編
集
を
し
、
委
員
会
で
決
定
さ
れ
た
会
務
を
執
行
す
る
。

　
　
　

 

第
16
条　

会
長
は
編
集
主
任
を
選
出
し
て
、
機
関
誌
の
編
集
刊
行
に
関

す
る
業
務
を
委
嘱
す
る
。

　
　
　

 

第
17
条　

会
計
監
査
は
、
会
計
を
監
査
し
、
年
一
回
、
委
員
会
お
よ
び

会
員
総
会
に
報
告
す
る
。

　
　
　

 

第
18
条　

会
長
は
書
記
を
委
嘱
し
て
、
編
集
・
庶
務
・
会
計
等
の
実
務

を
担
当
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

 
第
19
条　

会
長
、
副
会
長
、
委
員
、
会
計
監
査
に
つ
い
て
は
無
給
と
す

る
。

（
会
計
）

　
　
　

 

第
20
条　

会
計
年
度
は
、
発
足
年
度
を
除
い
て
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
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り
翌
年
三
月
末
日
に
終
わ
る
。

　
　
　

 

第
21
条　

本
会
の
経
理
は
、会
費
、寄
付
金
等
の
収
入
、そ
の
他
に
よ
っ

て
運
営
さ
れ
る
。

　
　
　

 
第
22
条　

会
費
は
、
会
員
一
名
に
つ
き
年
間
一
千
円
、
賛
助
会
員
に
つ

い
て
は
年
間
一
万
円
と
す
る
。
な
お
、
既
納
の
会
費
は
い
か
な
る
事
由

が
あ
っ
て
も
返
還
し
な
い
。

　
　
　

第
23
条　

会
費
の
変
更
は
、
総
会
に
報
告
の
上
こ
れ
を
行
う
。

（
会
員
）

　
　
　

第
24
条　

会
員
は
、
次
の
事
由
に
よ
っ
て
そ
の
資
格
を
喪
失
す
る
。

　
　
　
ａ
．
退
会
し
た
と
き

　
　
　

ｂ
． 

死
亡
し
、
若
し
く
は
失
踪
宣
告
を
受
け
、
又
は
会
員
で
あ
る
団
体

が
解
散
し
た
と
き

　
　
　
ｃ
．
除
名
さ
れ
た
と
き

　
　
　

 

第
25
条　

会
員
が
退
会
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
理
由
を
付
し
て
退
会

届
を
会
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

 

第
26
条　

会
員
が
次
の
各
号
の
一
つ
に
該
当
す
る
と
き
は
除
名
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
　
　
ａ
． 

研
究
会
の
名
誉
を
傷
つ
け
、
ま
た
は
研
究
会
の
目
的
に
違
反
す
る

行
為
が
あ
っ
た
と
き

　
　
　

ｂ
．
会
費
を
連
続
し
て
三
年
以
上
滞
納
し
た
と
き

（
総
会
）

　
　
　

 

第
27
条　

総
会
は
年
一
回
、
主
と
し
て
春
季
に
こ
れ
を
開
催
し
、
そ
の

際
会
長
は
、
会
員
数
・
役
員
選
出
結
果
・
会
務
・
会
計
お
よ
び
会
則
の

改
正
等
に
つ
い
て
報
告
を
行
う
。

　
　
　

 　
　

２　

や
む
を
得
な
い
場
合
は
通
信
手
段
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
投
稿
規
定
）

　
　
　

 

第
28
条　

学
会
誌
掲
載
論
文
の
投
稿
に
つ
い
て
の
規
則
は
別
に
定
め
る
。

（
会
則
の
改
定
）

　
　
　

第
29
条　

会
則
の
改
正
は
、
運
営
委
員
会
が
行
う
。

附
則

　
　

一
．
本
会
則
は
、
二
〇
一
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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首
都
大
学
東
京
　
言
語
研
究
会

運
営
委
員
会
細
則（
学
会
誌『
言
語
の
研
究
』編
集
規
定
）

一
．
学
会
誌
の
目
的
な
ど

　

 　

学
会
誌
『
言
語
の
研
究
』
は
研
究
会
の
目
的
や
領
域
に
合
致
し
、
学
術
的

に
高
度
な
内
容
の
研
究
論
文
（
解
説
的
・
書
誌
的
な
研
究
部
分
を
有
す
る
翻

刻
・
翻
訳
等
を
含
む
）
お
よ
び
研
究
ノ
ー
ト
の
発
表
の
場
と
な
る
こ
と
を
主

な
目
的
と
す
る
。
こ
れ
に
加
え
、
運
営
委
員
会
の
判
断
に
よ
り
研
究
会
の
動

向
や
会
員
消
息
等
の
諸
情
報
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
．
投
稿
論
文
の
査
読
と
掲
載
の
決
定

　

二
―
一
． 

運
営
委
員
会
は
投
稿
論
文
の
掲
載
諾
否
に
つ
い
て
の
決
定
を
す
る
。

そ
の
際
、
運
営
委
員
会
が
一
論
文
に
つ
い
て
三
名
の
査
読
者
を
指

名
し
、
論
文
掲
載
の
可
否
お
よ
び
改
稿
に
関
す
る
審
査
を
依
頼
す

る
。運
営
委
員
会
が
非
会
員
に
査
読
を
依
頼
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

二
―
二
． 

投
稿
論
文
に
つ
い
て
は
、
運
営
委
員
会
が
合
評
会
を
開
催
し
、
査

読
者
三
名
の
う
ち
二
名
以
上
が
許
諾
し
た
場
合
に
掲
載
で
き
る
も

の
と
す
る
。
査
読
者
が
合
評
会
に
出
席
で
き
な
い
場
合
、
書
面
を

も
っ
て
査
読
結
果
の
報
告
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

二
―
三
． 

投
稿
者
は
自
ら
の
論
文
の
査
読
者
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

二
―
四
． 

運
営
委
員
会
は
査
読
結
果
を
も
と
に
、
投
稿
論
文
の
掲
載
の
可
否

を
決
定
し
、
投
稿
者
に
こ
れ
を
報
告
す
る
。
ま
た
、
運
営
委
員
会

は
投
稿
者
に
改
稿
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

二
―
五
． 

改
稿
が
求
め
ら
れ
た
論
文
に
つ
い
て
は
、
運
営
委
員
会
が
再
度
合

評
会
を
開
催
し
た
上
で
掲
載
の
諾
否
を
決
定
す
る
。

三
．
編
集
日
程

　
　

編
集
の
日
程
は
概
ね
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

三
―
一
． 

投
稿
締
め
切
り
：
二
月
末
日
（
必
着
。
締
切
を
過
ぎ
た
投
稿
は
受

理
し
な
い
）

　

三
―
二
． 

第
一
回
合
評
会
：
三
月
下
旬

　

三
―
三
． 

第
二
回
合
評
会
：
四
月
下
旬

　

三
―
四
． 

最
終
原
稿
の
提
出
：
五
月
上
旬

　

三
―
五
． 

刊
行
：
七
月

四
．
投
稿
規
定

　

四
―
一
． 

資
格

　
　
　
　
　

 

単
著
論
文
等
の
場
合
、
投
稿
者
は
首
都
大
学
東
京 

言
語
研
究
会

の
会
員
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
共
著
論
文
等
の
場
合
、
執
筆
者

全
員
が
投
稿
資
格
を
も
つ
会
員
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

四
―
二
． 

内
容

　
　
　
　
　

 

研
究
論
文
（
解
説
的
・
書
誌
的
な
研
究
部
分
を
有
す
る
翻
刻
・
翻

訳
等
を
含
む
）
ま
た
は
研
究
ノ
ー
ト
（
調
査
報
告
・
実
践
報
告
・

萌
芽
的
研
究
に
つ
い
て
の
報
告
等
）。

　
　
　
　
　

研
究
会
の
目
的
に
合
致
し
て
い
れ
ば
テ
ー
マ
は
自
由
で
あ
る
。

　

四
―
三
． 

書
式

　
　
ａ
．
用
紙
サ
イ
ズ
：
Ａ
４

　
　

ｂ
．
縦
書
き
（
横
書
き
も
可
）

　
　
ｃ
．
書
式

　
　
　
　

44
字
×
36
行
×
12
枚
以
内
（
一
万
八
千
字
程
度
）。
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図
版
（
白
黒
の
み
）

　
　
　
　

 　

解
説
的
・
書
誌
的
な
研
究
部
分
を
有
す
る
翻
刻
・
翻
訳
等
は
枚
数

の
制
限
を
設
け
な
い
が
、
提
出
の
事
前
に
運
営
委
員
会
に
照
会
す
る

こ
と
。
誌
面
上
で
の
書
式
の
統
一
は
運
営
委
員
会
に
一
任
す
る
も
の

と
す
る
。

　

四
―
四
． 

投
稿
原
稿
に
つ
い
て

　
　
ａ
． 

テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
お
よ
び
Ｐ
Ｄ
Ｆ
デ
ー
タ
を
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
ｃ
．
運
営
委
員
会
の
審
査
を
経
て
掲
載
の
可
否
を
決
定
す
る
。

　
　

ｄ
．
運
営
委
員
会
が
改
稿
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

　

四
―
五
． 

提
出
先
（
郵
送
ま
た
は
持
参
）

　
　
　
　

〒
一
九
二
―
〇
三
九
七　

東
京
都
八
王
子
市
南
大
沢
一
─
一

　
　
　
　
　

首
都
大
学
東
京 

人
文
科
学
研
究
科 
日
本
語
教
育
学
事
務
室
気
付

　
　
　
　
　

首
都
大
学
東
京 

言
語
研
究
会　

浅
川
哲
也　

あ
て

　
　
　
　
　

締
切
の
当
日
の
必
着
と
す
る
。

　

四
―
六
． 

投
稿
料
に
つ
い
て

　
　
　
　

 　

採
否
に
関
わ
ら
ず
、
投
稿
料
と
し
て
一
本
に
つ
き
五
，
〇
〇
〇
円

を
徴
収
す
る
。

五
．
首
都
大
学
東
京
機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ

　

五
─
一
．
団
体
登
録

　
　
　
　
　

 

首
都
大
学
東
京
言
語
研
究
会
は
、
首
都
大
学
東
京
機
関
リ
ポ
ジ
ト

リ
の
団
体
登
録
者
と
す
る
。

　

五
─
二
．
電
子
的
形
態
で
の
公
開

　
　
　
　
　

 

会
誌
『
言
語
の
研
究
』
に
掲
載
さ
れ
、
か
つ
、
別
に
定
め
る
「『
言

語
の
研
究
』
掲
載
著
作
物
の
電
子
媒
体
に
よ
る
公
開
に
つ
い
て
の

同
意
書
」
を
提
出
し
た
著
作
者
の
論
文
等
は
、
首
都
大
学
東
京
機

関
リ
ポ
ジ
ト
リ
「
み
や
こ
鳥
」
に
登
録
し
、
電
子
的
形
態
で
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
す
る
も
の
と
す
る
。

附
則

一
．
本
細
則
は
二
〇
一
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
．
本
細
則
の
「
五
」
は
二
〇
一
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
．
本
細
則
の
「
三
・
四
」
を
二
〇
一
七
年
四
月
一
日
に
改
訂
し
た
。


